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                         ４－参考１ 

住民基本台帳に関する事務の特定個人情報保護評価について 

１ 趣旨 

 平成２５年５月３１日に公布された行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）に基づき、

平成２７年１０月に個人番号が国民一人ひとりに付番されることから、個人

番号を含む個人情報ファイル（以下「特定個人情報ファイル」という。）を

保有して事務を執行することとなります。 

特定個人情報ファイルを保有しようとする場合は、番号法第２７条の規定

に基づき、当該特定個人情報の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に

与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させ

るリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置等を講じ 

ていることを確認の上、特定個人情報保護評価書（以下「評価書」という。） 

を作成することが義務付けられています。 

評価書については、番号法による特定個人情報保護評価指針（以下「指針」 

という。）が示されており、指針に基づき作成し、住民等の意見聴取の後、

第三者機関の点検を受け、公表することとなります。 

２ 本市の対応 

本市では、住民基本台帳に関する事務において、平成２７年７月に個人番

号の付番に係る準備作業を行い、特定個人情報ファイルを保有して事務を執

行することから、評価書を作成します。 

評価書については、指針に基づき、基礎項目評価及び全項目評価からなる

評価書を作成するものです。 

３ 評価書（案）の構成・内容 

評価書（案）は、４－参考３のとおりで、以下の構成・内容です。 

 基本情報 

住民基本台帳に関する事務の内容、同事務において使用するシステム、

保有する特定個人情報ファイル名、ファイルを取り扱う理由などを記載 

 特定個人情報ファイルの概要 

住民基本台帳に関する事務の保有する各々の特定個人情報ファイルの対

象となる本人の数・範囲等の基本情報、特定個人情報の入手・使用、特定
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個人情報ファイルの取扱い委託、特定個人情報の提供・移転などを記載 

 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

住民基本台帳に関する事務の保有する各々の特定個人情報ファイルにつ

いて、想定されるリスクとそのリスク対策を記載 

 その他リスク対策 

内部監査の実施、従業者に対する教育・啓発などを記載 

 開示請求、問合せ 

特定個人情報の開示等の請求を行う場合の請求先、取扱いに関する問合

せ先を記載 

 評価実施手続 

評価書（案）の作成に必要な手続きと今後の予定を記載 

４ 今後の予定 

評価書（案）をパブリックコメント手続により公表して意見を求め、津市

情報公開・個人情報保護審査会の点検を受け、評価書として公表します。 



４－参考２

津市　住民基本台帳に関する事務の特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）の概要について

津市は、住民基本台帳に関する事務の特定個人情報ファイルを取扱うにあたり、

特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

１ 津市 住民基本台帳に関する事務 全項目評価書（案）

評価書番号 ・ 評価書名

住民基本台帳ファイル 本人確認情報ファイル 送付先情報ファイル

市内に居住する又は居住した住民
に関する記録（氏名、性別、生年月
日、住所等）を正確に管理するため
のファイル

住民基本台帳ネットワークシステム
を通じて全国共通の本人確認を行
うためのファイル

個人番号を通知するため、住民基本
台帳ネットワークシステムを通じて送
付先情報を提供するためのファイル

特定個人情
報の入手

住基法に基づく届出又は通知の都
度入手します。

住民基本台帳の記載事項におい
て、本人確認情報に係る変更又は
新規作成が発生した都度入手しま

１０月の通知カード送付時点における
送付先情報ファイルをある一定期間
にまとめて入手します。

特定個人情報
ファイルの概要

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ・Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

津市は、住民基本台帳に関する事務の特定個人情報ファイルを取扱うにあたり、

特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及

ぼしかねないことを理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリ

スクを軽減させるために適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利

利益の保護を実施していることを宣言する。

津市長

評価実施機関名

特定個人情
報の入手

住基法に基づく届出又は通知の都
度入手します。

住民基本台帳の記載事項におい
て、本人確認情報に係る変更又は
新規作成が発生した都度入手しま
す。

１０月の通知カード送付時点における
送付先情報ファイルをある一定期間
にまとめて入手します。

特定個人情
報の提供・
移転

◆提供の場合
　番号法第１９条第７号別表第２に定
める事務に係る情報提供者（５５）
◆移転の場合
　番号法第９条第１項別表第１に定
める事務を行う部署（２２）

◆提供の場合
　住基法第３０条の６により県へ提
供
　住基法第１４条により県及び地方
公共団体情報システム機構へ提供

◆提供の場合
　行政手続きにおける特定の個人を
識別するための番号の利用等に関す
る法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネット
ワークシステムによる特定個人情報
の提供等に関する省令第３５条により
地方公共団体情報システム機構へ提
供

○特定個人情報を入手する際は、厳
格な本人確認を行います。
○事務に従事する職員及び委託事
業者個々にユーザーIDを割り当て、

○本人確認情報の入手元は、住民
基本台帳システムに限定されるた
め、住民基本台帳システムの適正
管理を行います。

○送付先情報の入手元は、住民基本
台帳システムに限定されるため、住
民基本台帳システムの適正管理を行
います。

◆事務の名称
・住民基本台帳に関する事務
住民の記録（氏名、性別、年齢、住所など）を正確かつ統一的に行い、住民の居
住関係を公証するなどの事務

◆特定個人情報を取り扱うために使用するシステム
・住民基本台帳システム
住民基本台帳の記載・修正、住民票の写しの発行等を行うためのシステム
・その他４つのシステム
「住民基本台帳ネットワークシステム」と「住民基本台帳システム」とを接続する
ために必要なシステム及び外部連携のためのシステム

◆特定個人情報ファイル
住民基本台帳に関する事務において保有する特定個人情報ファイルは以下の

Ⅰ 基本情報

◆自己点検・監査

Ⅳ その他のリスク対策

◆特定個人情報の開示請求先

総務部総務課文書・公開担当

Ⅴ 開示請求、問合せ

格な本人確認を行います。
○事務に従事する職員及び委託事
業者個々にユーザーIDを割り当て、
生体認証及びパスワードによる認証
を行います。
○住民基本台帳システムは住民基
本台帳ネットワークシステム以外と
は外部接続できない仕組みであり、
通信は全て専用交換装置で構成さ
れたネットワークを介して行います。
○他の部署からの端末を使用しての
アクセス制御を設定しており、端末を
操作した記録が残る仕組みとしま
す。

基本台帳システムに限定されるた
め、住民基本台帳システムの適正
管理を行います。
○事務に従事する職員個々にユー
ザーIDを割り当て、生体認証及び
パスワードによる認証を行います。
○照会元から指定された情報を適
切に提供することがシステムで担
保されています。

台帳システムに限定されるため、住
民基本台帳システムの適正管理を行
います。
○事務に従事する職員個々にユー
ザーIDを割り当て、生体認証及びパ
スワードによる認証を行います。
○送付情報先ファイルを地方公共団
体情報システム機構へ送付後速やか
に削除します。

取扱いプロセス
における主な
リスク対策

◆パブリックコメント（平成２７年２月１６日～３月１７日）

◆津市情報公開・個人情報保護審査会による点検（３月下旬）

◆国の特定個人情報保護委員会へ提出、公表（３月下旬）

Ⅵ 評価実施手続

◆特定個人情報ファイル
住民基本台帳に関する事務において保有する特定個人情報ファイルは以下の
３ファイル
・住民基本台帳ファイル
・本人確認情報ファイル
・送付先情報ファイル

◆特定個人情報ファイルを取扱う根拠法令
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（以下「番号法」という。）
・住民基本台帳法（以下「住基法」という。）

◆自己点検・監査

・担当部署内で、年１回自己点検を行います。

・監査担当による内部監査を年１回実施しま

す。

◆従業者に対する教育・啓発

・個人情報保護に関する研修の受講を義務

付けます。

◆特定個人情報の開示請求先

総務部総務課文書・公開担当

◆住民基本台帳事務に係る特定個人情報ファイルの問合せ先

市民部市民課住民窓口担当
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